
指定済：22道府県(49)
北海道(2) 青森県(2) 宮城県(3) 福島県(3) 茨城県(3) 新潟県(2)
富山県(2) 石川県(3) 福井県(3) 岐阜県(1) 静岡県(2) 滋賀県(3)
京都府(3) 大阪府(1) 鳥取県(2) 島根県(2) 岡山県(1) 愛媛県(4)
福岡県(1) 佐賀県(3) 長崎県(1) 鹿児島県(2)
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【２．原子力災害拠点病院の指定状況】

未指定：2県
神奈川県
山口県

量子科学技術研究開発機構
（基幹高度被ばく医療センター）

原子力災害拠点病院 ：4９ 施設 ※令和２年５月１日現在

原子力災害対策指針が定める原子力災害時における医療体制

連携

協力 協力協力

原子力災害拠点病院
（※４）

原子力災害医療協力機関
（※４）

高度被ばく医療
支援センター
（※２）

原子力災害医療
・総合支援センター

（※３）

・救急医療や被ばく医療の提
供
・「原子力災害医療派遣チー
ム」の配置
・協力機関へ研修の実施又は
各道府県が行う研修に協力
・各道府県が指定

・各道府県が行う原子力災害
対策に協力
・各道府県が登録

支援・高線量被ばく傷病者の診療
・高度専門的研修の実施

・国が指定

・「原子力災害医療派遣チー
ム」の派遣調整
・「原子力災害医療派遣チー
ム」の養成
・地域及び全国ネットワークの
構築
・国が指定

・高度被ばく医療支援センター
の中で中心的・先導的役割を
担う
・高度専門人材の育成

・国が指定

基幹高度被ばく
医療支援センター

（※１）

（※１） 量子科学技術研究開発機構
（※２） 量子科学技術研究開発機構、弘前大学、福島県立医科大学、広島大学、長崎大学
（※３） 弘前大学、福島県立医科大学、広島大学、長崎大学
（※４） 内閣府が交付金で支援

【１．我が国における原子力災害時の医療体制】

原子力災害対策重点区域 : ２４道府県
（下線は原子力施設立地道府県）

※括弧内は拠点病院数
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